
東京都の個人情報保護制度

令和２年（２０２０年）１月２９日

東京都生活文化局
広報広聴部情報公開課
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東京都個人情報の保護に関する条例の概要
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開示決定等件数の推移

平成２年12月 制定

平成３年10月 全面施行

特徴

〇 開示請求権・訂正請求権
・利用停止請求権を創設

〇 都が保有する個人情報について、
収集、保存、利用等の全てにわたり
総合的に保護

〇 民間事業者が保有する個人情報に
ついて、都民から寄せられる苦情の
処理、事業者指導等について定め、
都民の権利利益を保護
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個人情報の定義・範囲

生存する個人に関する情報のみ対象

完全照合性を採用

規定なし

規定なし
・ 類似のものとして、収集制限情報の規定あり

「思想、信教及び信条に関する個人情報」
「社会的差別の原因となる個人情報」は原則収集禁止

要配慮個人情報

個人識別符号

他の情報との照合

死者に関する情報の取扱い
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外部提供の際の手続等に関する規定

個人情報取扱事務登録簿方式を採用
※ ホームページにおいて公表
※ 収集制限情報収集の有無を記載

個人情報の保有状況を記録した帳簿等の公表

個人情報取扱事務届出

目的外利用・提供を禁止
※ 目的を基準とした制限であって、外部提供制限ではない

「本人の同意」「法令等の定め」

「個人の生命、身体又は財産の安全を守るため」など

原 則

例外規定

主務課が提供の可否を判断
※ 第三者機関の関与は求めていない。

手 続
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事業者に係る苦情対応・指導

説明及び資料要求

助言及び勧告

都民・消費者

85.7%

事業者 11.4%

行政機関

2.9%相談者

漏えい・紛

失

21.6%

同意のない提供

13.0%

不適正な取得

10.5%目的外利用

9.5%

その他

45.4%

相談事項

他機関紹介

12.7%

指導・助言

62.5%

その他情報提供

16.5%

処理不能・不要

8.3%

処理経過
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平成30年度の
苦情処理
３１５件

苦情の処理

個人情報相談総合相談窓口

東京都消費生活総合センター

都民の声総合窓口

各局等窓口



知 事

Ａ局

Ｂ局

Ｃ局

各公営企業

各行政委員会

警視総監

消防総監

各地方独立行政法人

運用体制

条 例 所 管 生活文化局広報広聴部
情報公開課

開示請求等対応
目的外利用・提供
苦情処理
安全管理対応

など

各実施機関

個人情報担当：職員７名体制

条例解釈

審査会・審議会事務局機能

苦情処理（個人情報総合相談窓口）

開示請求等対応

ＰＩＡ（特定個人情報保護評価）

知 事 部 局

制度対応
（規則改正等）
開示請求等対応
目的外利用・提供
苦情処理
安全管理対応

など
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審査会及び審議会

条例に基づき 東京都個人情報保護審査会
東京都情報公開・個人情報保護審議会を設置

一部開示決定等に対する審査請求につい
て、実施機関の諮問を受けて審議

役 割

12名で３部会を構成
弁護士６名（裁判官等経験者含む）
大学教員６名（行政法、刑法）

構成員

審 査 会

個人情報保護制度に関する重要な事項に
ついて審議、又は制度運営について意見

役 割

委員８名、臨時委員２名
弁護士２名、大学教員５名
その他職域等３名

構成員

審 議 会

年10回開催・非公開
会 議

不定期開催・原則公開
会 議
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平成30年度実績（全実施機関）

本人情報の開示請求等の対応状況

開示請求に係る体制

受付
文書の特定

非開示情報の検討
起案 決定 開示協議

各主務課
情報公開課

各局個人情報担当

開示 849件 一部開示 1,771件

非開示 20件 不存在等 255件

生活安全相談関係（警視庁）
843件 診療情報関係 471件

110番処理関係 363件
児童相談関係 178件

その他 1,040件

開示決定等 2,895件

決定区分別

請求内容別

訂正 １件
一部訂正

１件
非訂正

４件

訂正
決定等
６件

受付翌日から
14日以内

※ 利用停止請求等決定は実績なし
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法定代理人との利益相反情報
同一世帯に属する者の特定個人情報★

情報公開制度との運用の一体性

情 報 公 開 制 度 ・ 個 人 情 報 保 護 制 度 で
ほぼ同内容の非開示情報を規定、解釈もほぼ同様

法令秘情報
個人に関する情報
事業活動情報
犯罪の予防・捜査等情報
審議、検討又は協議に関する情報
行政運営情報
任意提供情報
特定個人情報★
死者の個人番号★

情
報
公
開
条
例

個
人
情
報
保
護
条
例 イ 開示することが当該未成年者又は成年被後見人

の利益に反すると認められる情報
ロ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人が２人
以上いる場合であって、法定代理人の１人による
開示請求がなされたときにおいて、開示すること
が他の法定代理人の利益に反すると認められる情報★

★平成27年改正時に新設

未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代
わって開示請求をすることができる。ただし、当該開示
請求が、本人の利益に反することが明確である場合はこ
の限りでない。★

法定代理人による請求非開示条項
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個人情報の利活用の状況

規定なし
非識別加工情報

国際的な制度調和
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問題となるような対応事例は確認されていない。

国際的動向への対応状況

相談窓口に寄せられるものは、事業者が保有する個人情報の取扱
いに係る問合せがほとんどとなっている。

企業等からの相談・要望等の状況

企業側のニーズ

地方自治との関係

条例運用上、上記観点に係る支障等は確認されていない。

規律の在り方や国・地方の役割分担




